
■一般社団法人の設立について

＜設立のプロセス＞

法人化の決断
（2名以上）

定款の作成 定款認証
（公証役場）

登記申請
（法務局）

＜設立に必要な書類＞

定款認証 ①定款認証の際の委任状、②設立時社員の印鑑証明書、③定款

登記申請 認証を受けた定款、④設立登記申請書、⑤設立時代表理事及び設立時役員の就任承諾書、⑥設立時
理事及び設立時監事の本人確認証明書、⑦設立時代表理事の印鑑証明書、⑧設立時代表理事選定
書、⑨別紙（登記事項）、⑩印鑑届出書

＜設立に要する費用＞

公証人手数料 50,000円

定款謄本交付手数料 2,000円程度

登録免許税 60,000円

法人代表印 20,000円程度

・法人印の作成
・役員の就任承諾書、印鑑証明書の取得
・社員の登記事項証明書の取得
・登記申請に必要な書類の作成
・各種書類への押印作業

・法人名称の決定
・設立時社員と設
立時役員の確定

＜11月21日第4回準備会＞
法人化への同意

＜11月25日～30日＞
書類準備

＜12月5日＞
書類確認・公証役場へ

＜12月12日第5回準備会＞
登記
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